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○高松市香南産地形成促進施設条例 

平成１７年１２月２１日 

条例第１９１号 

改正 平成２２年３月２６日条例第１９号 

平成２５年１２月２５日条例第８４号 

平成２６年４月１日用字用語整備施行 

平成３１年３月２８日条例第４４号 

高松市香南産地形成促進施設条例 

（設置） 

第１条 消費者との交流等を通じて地場産品の普及の促進及び生産振興を図り、農業活性化に資す

るため、高松市香南産地形成促進施設（以下「産地形成促進施設」という。）を設置する。 

（施設） 

第２条 産地形成促進施設の名称及び所在は、次のとおりとする。 

名称 所在 

香南アグリーム 高松市香南町岡１２７０番地１３ 

２ 次条第１号の農産物の加工及び販売に関する事業の一部を行わせるため、産地形成促進施設に

次の施設を置く。 

名称 所在 

香南朝市 高松市香南町横井１０３６番地１ 

（事業） 

第３条 産地形成促進施設は、第１条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１) 農産物の生産、加工及び販売を行うこと。 

(２) 農作業及び農産物加工の体験の場を提供すること。 

(３) 花き栽培施設を農業者の利用に供すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、産地形成促進施設の設置目的を達成するために必要な事業 

（使用許可） 

第４条 産地形成促進施設の施設・設備等（以下「施設等」という。）のうち、別表第１項の施設

等を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可

を受けた事項を変更する場合も、同様とする。 

２ 市長は、産地形成促進施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付し、又は

使用許可後において使用許可を取り消し、若しくは変更することができる。 

（花き栽培施設の使用に関する契約） 

参考資料（３） 
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第５条 施設等のうち、別表第２項の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、

その承諾を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承諾を受けた者と当該申込みに係る施設の使用に関する契約を締結するものと

する。 

３ 市長は、前項の契約を締結した者（以下「栽培施設使用者」という。）がこの条例若しくはこ

の条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反したときは、契約を解除することが

できる。この場合において、栽培施設使用者が損害を受けても、市長は、その責めを負わない。 

（利用の制限） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、産地形成促進施設への入場を拒み、

若しくは産地形成促進施設からの退場を命じ、又は第４条第１項の許可をしないことができる。 

(１) 産地形成促進施設内の秩序を乱し、若しくは公益を害し、又はそのおそれがあると認めら

れる者 

(２) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、産地形成促進施設の管理上支障があると認められる者 

（損害賠償） 

第７条 産地形成促進施設の入場者、第４条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

又は栽培施設使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は滅失したとき

は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第８条 産地形成促進施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３

項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 市長は、法人その他の団体であって、次に掲げる指定の基準に適合すると認められるものを、

その申請により、議会の議決を経て指定管理者として指定することができる。 

(１) 産地形成促進施設の平等な利用が確保されること。 

(２) 産地形成促進施設の管理に係る事業計画書（以下「事業計画書」という。）の内容が、産

地形成促進施設の効用を十分に発揮するとともに産地形成促進施設の管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。 

(３) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、産地形成促進施設の設置目的を効果的に達成するため市長が

必要と認める基準 

３ 前項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他市長が必要と認め

る書類を添付して、市長に提出しなければならない。 
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４ 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している法人又は公共団

体若しくは公共的団体を指定することが適当であると市長が認める特別な理由がある場合におけ

る第２項の規定の適用については、同項中「法人その他の団体」とあるのは、「第４項に規定す

る法人又は公共団体若しくは公共的団体」とすることができる。 

５ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 第３条の事業に関する業務 

(２) 使用許可及びその変更の許可並びに使用許可の取消しに関する業務 

(３) 入場の拒否及び退場の命令に関する業務 

(４) 産地形成促進施設の維持管理その他の規則で定める業務 

６ 第１項の規定により産地形成促進施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第４条

及び第６条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とす

る。 

７ 指定管理者は、法令、条例及び条例に基づく規則並びに市長の定めるところに従い、産地形成

促進施設の管理を行わなければならない。 

（利用料金） 

第９条 前条第１項の規定により産地形成促進施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、

指定管理者は、使用者及び栽培施設使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。 

２ 利用料金は、別表に規定する額を超えない範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて

定めるものとする。 

（利用料金の納付） 

第10条 別表第１項の施設等の使用に係る利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必

要があると認めるときは、この限りでない。 

２ 別表第２項の施設の使用に係る利用料金は、前納とする。ただし、第５条第２項の契約で別段

の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。 

３ 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必

要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用料金の減免） 

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することが

できる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における利用料金の取扱い） 

第12条 市長は、指定管理者の指定を取り消したとき、若しくは第８条第５項に規定する業務の全

部の停止を命じたとき、又は利用料金を指定管理者の収入として収受させないときは、第９条第
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２項の利用料金の額を産地形成促進施設の使用料として徴収する。 

２ 前２条の規定は、前項の使用料について準用する。 

（委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１月１０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に編入前の香南町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例（平成

１４年香南町条例第３号）第４条の３及び香南町複合経営促進施設の設置及び管理に関する条例

（平成１４年香南町条例第４号）第９条の３の規定による指定を受けているものは、その指定に

係る地方自治法第２４４条の２第５項の期間においては、第８条第２項の規定による指定を受け

たものとみなす。 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行の日前に編入前の香南町産地形成促進施設の設置及

び管理に関する条例又は香南町複合経営促進施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為と

みなす。 

附 則（平成２２年３月２６日条例第１９号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２５日条例第８４号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２８日条例第４４号） 

この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

別表（第４条、第５条、第９条、第１０条関係） 

１ 体験工房等利用料 

施設名 使用時間 利用料 

第１体験工房 午前９時から１時間ごとに午後４時まで

の各時刻を始期とする１時間 

５１０円 

第２体験工房 

販売展示室 

備考 

１ 使用者が、営利を目的として使用するとき、又は入場料若しくはこれに類するものを徴収

するときの利用料は、この表に規定する額の３倍の額とする。 
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２ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、その端数時間は、１時間とみなす。 

３ 冷暖房装置を使用する場合は、その施設の利用料の２分の１の額を加算する。 

４ 利用料に１０円未満の端数が生じたときは、１０円に切り上げる。 

２ 花き栽培施設利用料 

区分 利用料 

鉄骨ハウス（間口１３．５メートル、奥行５１メートル） １棟につき１年 ６１４，９５０円 

鉄骨ハウス（間口１３．５メートル、奥行３０メートル） １棟につき１年 ３６１，４２０円 

 


